
高知県コンセプトコピー 
 

「高知家」ロゴマークの 
 

取扱いについて 
 
    

（注）この解説書は「高知家」ロゴ及び表札イメージの使用に関する規 
    程第１３条に基づき策定しています。 
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「高知家」ロゴマークの取扱い 

    広末涼子さんの画像（ポスター、チラシの背景画像も含む）は一切使用す
ることはできません。また、ポスター、チラシの使用期限は平成２７年６月３日までと
なっていますので、延長等の連絡が無い場合はそれ以降の掲示はお控えください。 

ロゴマーク等の利用に関する基本的な考え方 

 ロゴマーク等の著作権については、著作者に対しまして高知県地産外商公社への譲渡を要
請しましたところ、その活用目的などにご理解が得られ、著作者から譲渡していただくことができ
ました。そのため、このロゴマーク等を民間事業者の皆様にも使用していただけるよう規程を策
定しましたので、使用を希望される方はこれに従った取扱いをお願いします。ロゴ等の使用料
は無料です。 
 この規程や関係法令等によらない使用があった場合は、使用の差し止めや使用者に対して
商品等の物件等の回収等の措置を請求することになりますし（規程第６条）、必要に応じ
て関連法令等に基づき、公社の有する権利を行使することとなりますので、十分に注意をお願
いします。 

ロゴ利用料
は無料！ 
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はじめに 
 

 官民が連携して高知県や県産品のPRを推進するため、「高知家」に関連す
るロゴマーク等を民間事業者の皆様方にも利用していただけるよう、公社が有
する権利の範囲内でルールを整備しました。 
 

 皆様の積極的なご活用によりまして、高知家プロモーションをさらに盛り上
げていただきたいと考えています。 
 

 この取り決めは高知家を応援くださる皆様のルールです。関係法令やこの
ルールが守られないことがあると、公社や県以外の方の権利を侵害する可能
性もあり、守らなかった方だけでなく、全ての方の利用ができなくなる可能性も
ありますので、十分な注意をお願いします。 

 高知家コンセプトコピー「高知家」ロゴマークの使用については、次の
頁以降の条件等がありますので、必ず事前に確認してください。 
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1.使用できるロゴマーク等は限定されています！ 

詳しくは 
ロゴマニュアルを！ 

「高知家」ロゴマークの取扱い（条件） 

規程第５条 参照 

２．使用上、使用者の制限により使用できない場合があります！ 

◆以下のいずれかに該当する場合は、使用することができません。 
 

【使用上の制限】 
（１）法令及び公序良俗に反する場合 
（２）高知県及び高知県地産外商公社のイメージを損ねる場合 
（３）第三者の利益を害する場合 
（４）特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合 
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に定める営業を行う者が使

用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合 
（６）ロゴ等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合 
 

【使用者の制限】 
（１）暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 
（２）暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 
（３）使用者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配
力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をい
う。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。 

（４）暴力団員等が使用者の事業活動を支配しているとき。 
（５）暴力団員等を使用者の業務に従事させ、又は使用者の業務の補助者として使用しているとき。 
（６）暴力団又は暴力団員等が使用者の経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

 
 
 

規程第６条、７条 参照 

 使用できるのは、高知家のロゴマーク（文字、家紋及び文字と家紋の組み合わせ、おすそ
わけ風呂敷）と高知家の表札イメージです。 
 

  文字           家紋              文字と家紋の組み合わせ          表札      おすそわけ  
 
 
 
 
  
 
 
 

（使用上の条件） 
（１）「高知家ロゴ使用マニュアル」の規定を遵守することが必要です。 
（２）ロゴの一部を使用したり、タテヨコ比率の変更、指定色以外を使用するなど、著作者
人格権を侵害する行為はできません。ニ次的創作物（ピンバッジ、表札、ストラップ、クリア
ホルダー、Tシャツほか）を作成する場合も同様とします。 

 
※ロゴ使用マニュアルについては、以下のHPよりダウンロードできます。 
   http://www.marugotokochi.com/    



「高知家」ロゴマークの取扱い（条件） 

４ 

 
 
 

（使用イメージ） 
  ・ホームページやパンフレット等へのロゴマークの表示する場合 
  ・旅館や飲食店などに高知家表札を掲示する場合 
  ・営業車両へのロゴマークのマグネットの貼付する場合 
  ・旅行代理店が旅行商品のパンフレットに使用する場合 
  ・テレビ・ラジオなどの番組タイトルに使用する場合 
 
高知県や県産品（高知家プロモーション含む）などをＰＲする目的で利用する場

合は特段の手続きなしで使用できます。ただし、本規程のほか関係法令等を遵守して
いただく必要があります。 

 
 

３．使用目的により使用基準が違います！ 

(1)高知県のPRを目的とする場合（販売しない場合） 

手続きは 
不要！ 

規程第３条 参照 

 
（使用イメージ） 
  ・商品にデザインとしてロゴを表示する場合（まな板、打刃物、扇子、手ぬぐい、

浴衣、Tシャツなど） 
  ・菓子等の箱（容器）に高知家表札を表示する場合 
  ・饅頭、せんべいなどにロゴマークを焼印する場合 
 
 

 
①農林水産物にあっては、高知県内で生産、収穫されたものであること 
②加工品（加工食品及び非食品）については、次のいずれかに該当すること 
ア 商品の主要な原材料が高知県内産であって、商品の製造または加工の最
終段階が県内事業者によって行われていること。  

イ 商品の主要な原材料が高知県内産であって、高知県外の事業者により製
造または加工された商品の場合は、商品の販売が県内事業者によって行わ
れていること。  

ウ 商品の主要な原材料が高知県外産で、その製造または加工の最終段階を
県内事業者が行っている場合、又は、その販売を県内事業者が行っている
場合は、高知県特有の文化や技術を活かした商品であること。 

 
 
 

(2)商業利用（商品やその包装または宣伝する広告）する場合 

手続きが 
必要！ 

①表示等できる商品は限定されています！ 

高知県産品
が対象！ 

規程第３条 参照 



「高知家」ロゴマークの取扱い（条件） 
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① 届出書（様式指定）の受付は、随時行います。ただし、毎年３月２日
～６月２日の間は受け付けを行いません。 

②ロゴ等は届出をした日から、最初に到来する６月２日までの間使用すること
ができます。ただし、毎年４月２日までに公社から通知がない場合は、使用
の期間を１年間延長するものとします。 

③届出内容に変更がある場合は予め公社に変更届の提出が必要です。 
④当該使用に係る商品等の完成見本（写真でも可）を速やかに公社に提
出してください。 

⑤届出無しに使用していた場合は使用差し止めや商品回収の措置請求の対
象となります。 

 
 
 

②事前の手続きが必要です！ 

手続きは 
事前に！ 

規程第４条、５条、10条 参照 

   使用者は規程第４条の届出における事項以外の目的に使用することは
できません。また、二次的著作物（ピンバッジ、表札、ストラップ、クリアホル
ダー、Tシャツほか）を作成するなど、ロゴ等の使用によって発生した知的財
産権は、譲渡または、転貸できません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③目的外使用や権利譲渡は禁止されています！ 

目的外使用
はNG！ 

規程第12条 参照 

(3)その他留意事項 

 
 

 
 
高知家ロゴの利用は高知県や県産品のPRを推進するために行うものであり、高知に

関係される方々において平等にご利用いただくことを基本とします。そのため、他の方の
活用が制限されるような表現や利用形態での使用はできませんのでご留意ください。 

 

家族みんなが 
使えるように！ 



「高知家」ロゴマークの取扱い（条件） 
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ロゴマークの使用方法については以下を推奨します！ 
 

 商品名の一部または全部としてロゴマーク等を使用することはできませんので、使用方
法として以下のような形態を推奨します。 
 

  （例）  高知家の食卓  
            銘菓 ○○○    
 

※同一名で複数の商品が販売され、市場が混乱する恐れがありますので商品名の全部または一部に
ロゴ等を使用することは認めておりません（規程第5条(４)）。「高知家」を一般名称として､商品名
に使用すること､または商品名に紛らわしいものとして使用することはお控えください。この場合は、商標
法などに基づいて対応させていただきます。 

 （例）×高知家芋けんぴ 
      ×高知家の芋けんぴ  など 
 
※どうしても商品名の一部に「高知家」の文字を使用したい場合は、 
 「業者名（屋号）＋高知家＋商品名」の順で、同じ字体で同じ大きさの文字を使用し、全体が１
つの商品名として容易に認識できる場合のみ使用できるものとします。 

 （例）○県庁製菓高知家芋けんぴ 
          ×県庁製菓高知家芋けんぴ(字体違い） ×県庁製菓高知家芋けんぴ（強調文字） 
          ×県庁製菓高知家芋けんぴ（サイズ違い）×県庁製菓 高知家芋けんぴ（一体でない） 

これらは
NG！ 

こちらを 

推奨します。 

 
（１）経費等の負担 
    公社は、この規程による使用の届出に要した費用、使用の実施に係る経費又は役務

及び回収等に要した経費を負担しません。 
 
（２）責任の所在 
  ①公社は、ロゴ等の使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。 
  ②使用者は、ロゴ等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これ

に対し全責任を負い、公社に迷惑を及ぼさないように処理するものとします。 
  ③使用者は、ロゴ等の使用に際して、故意又は過失により公社及び県に損害を与えた場

合は、生じた損害を公社及び県に賠償しなければならない。  
 
（３）届出の受付について 
  ①公社高知事務所（高知市丸の内1-2-20 高知県地産地消・外商課内）のみで 
   受け付けます。 
  ②届出には押印が必要ですので、提出は郵送・持参とし、faxや電子メールでの届出は受 
   け付けません（持参の場合は平日の午前９時～午後５時の間（昼休みを除く））。 

 

４．その他以下の点についても確認してください！ 

規程第８条 参照 

規程第９条 参照 


